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資料３ 学校における医療用医薬品の預かりと管理の流れ（モデル例） 

 

・校長、保健主事、養護教諭及び学校医、学校歯

科医又は学校薬剤師により、学校における医療

用医薬品を預かる方針を決め、環境整備（保管

場所など）を行う。 

・校長は、教職員の共通理解を図る。 

 

 

・校内体制が確立していない。 

・条件整備ができていない 

  ・保護者や主治医との話し合いを行いながら

条件整備が整うまで保護者に説明し、預か

りを断る。 

                       その間に学校側は、条件整備に努めること 

 

・保護者からの申し出が合った場合に随時面談を実施、

共通理解を図る。 

・校長のほか担任、養護教諭、保健主事など複数の人が

面談に同席して話を聞き、保護者との共通理解を図る。 

   ・医療用医薬品を預かる場合は、保護者に

対して依頼書の提出をお願いする。依頼

書は保護者が記入する。 

                    

                 ・保護者、主治医との連携をとり、学校における医療用

医薬品の管理を行う。  

・学校医、学校歯科医、学校薬剤師の指導・助言を受け、

学校における管理体制の在り方について評価する。 

 

                   ・原則として、１年に１回（年度変わり）は、依頼書の

内容を確認する。また、医療用医薬品に変更がある場

合は、適宜依頼書の提出を求めてください。 

                   ・保護者と密に連絡をとり、受診状況などを把握する。 

                   ・管理者は、医療用医薬品の使用期限に注意し、定期的

な確認を行う。 

 

 

１ 校内における医療用医薬品管理の

預かり方針と教職員の共通理解 

学校で預かる条件整備ができている場合 条件整備ができていない場合 

２ 保護者との面談 

依頼書 

預かり決定 

３ 保護者、主治医との連携 

教職員の共通理解 

４ 定期的な内容の確認 

＊保護者から学校に対して預かりの依頼がなく児童生徒が自己管理している場合については、

慢性疾患の場合はその状況を十分に把握していることが必要です。また、保護者との連携及び

児童生徒の日々の健康観察が重要なポイントになります。 


